
 
 

令和８年６月２６日 

国土交通省関東地方整備局 

日光砂防事務所 

 

災害時等応急対策業務に関する協定を締結しました 

 

日光砂防事務所は、災害時に想定される測量、地質調査、検討設計、用地調査など６区分

の応急対策業務において、即時対応が可能な地理的条件を満たし、業務実績などの技術力と

技術者を有する企業、計３５社と災害協定を締結しました。 

 

この災害協定は、日光砂防事務所管内などで発生する土砂災害に備えて、被害の拡大や 

被災施設の早期復旧を図るために実施する応急対策業務を円滑かつ迅速に対応する体制を 

強化するものです。 

 

応急対策業務の区分ごとに災害協定を締結した企業は、延べ４７社です。 

区分（１）。測 量 〈 地 上 〉 関 係。 ６社 
 

区分（２）。測量〈空中写真・航空レーザ〉関 係。    ９社 
 

区分（３）。地 質 調 査 関 係。 ７社 
 

区分（４）。観測･監視･解析･応急対策検討･設計関係。 １７社 
 

区分（５）。調 査 ・ 点 検 関 係。 ５社 
 

区分（６）。用 地 測 量 ・ 調 査 関 係。 ３社  。 

 

協定期間は、令和８年 6 月２２日から令和１１年 6 月２１日までの３年間です。 

 

災害協定を締結した企業は、別紙のとおりです。 

 

 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 栃木県政記者クラブ 日光記者クラブ 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 日光砂防事務所 

電話：０２８８－５４－１１９１（代表） メールアドレス：ktr-nikko＠mlit.go.jp 

 副所長   廣井 （内線：２０４） 

建設監督官 熊田 （内線：５５２） 

 

 




